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今治市省エネ照明器具等購入促進事業補助金 Q＆A集
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1 補助金の概要

1-1 どのような制度ですか。

l 既存の照明器具を省エネ基準100％以上達成した LED照明器具に取換え

することにより、CO₂排出量が制限され、脱炭素化が家庭で促進されます。

l 電力使用料金が1/2程度となり、高騰する電気料金による生活への負担を

軽減することにもつながります。

l 温暖化対策への関心を高め、温室効果ガス排出量の削減と家庭への負担軽

減につながる対象製品への取換えを支援するための制度です。

2 補助額について

2-1 補助額はいくらですか。

l 購入額（税抜）の総額4千円以上から 1/2 を補助し、上限は 1万5千円で

す。※千円未満は切り捨て

3 対象製品について

3-1 対象となる製品はどのようなものですか。

l 家庭用の LED照明器具・LED電球で、省エネ基準達成率が 100％以上の

もの（省エネ性マークがグリーンのもの）が対象です。

l 懐中電灯や電気スタンド等の移動可能なLED照明器具は対象外です。

3-2 店舗や事業所で対象製品を使用する場合は補助対象となりますか。

l 家庭用の LED照明器具等を対象としていますので、店舗や事業所で使用す

るものは補助の対象外です。

l 店舗兼住居の場合に住居部分で使用するものであれば申請可能です。
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3-3 別荘で対象製品を使用する場合は補助対象となりますか。

l 申請者が住民登録をしている住居において対象製品を使用することを補助の

前提としておりますので、それ以外での対象製品の使用は補助対象外となりま

す。

3-4 農業用倉庫で対象製品を使用する場合は補助対象となりますか。

l 住居部分で対象製品を使用することを補助の前提としておりますので、同じ敷

地内でも倉庫等での対象製品の使用は補助対象外となります。

3-5 省エネ性マークとは何ですか。

l 「エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）」によって定められた、機

械器具のエネルギー消費効率を向上させることを目的とした基準（トップランナ

ー基準）の達成状況を示すためのマークのことです。

l 省エネ基準達成率が 100％以上のもの(省エネ性マークがグリーンのもの)でな

ければ補助金を交付することはできません。

申請可否 省エネ性マーク 色 マークの意味

〇 グリーン 省エネ基準達成率が100％以上のもの

× オレンジ 省エネ基準達成率が100％未満のもの
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3-6 省エネ性マークはどのように確認すればよいですか。

l 購入する製品の省エネ基準達成率を購入する店舗へご確認ください。

l 省エネ型製品情報サイト等でも確認することができます。

＜省エネ型製品情報サイト＞
https://seihinjyoho.go.jp/

3-7 申請者と使用者が異なっても対象となりますか。

l 対象となりません。申請者が今治市内で使用することを前提とした補助である

ため、申請者と使用者は同じである必要があります。

4 対象経費について

4-1 何が対象経費となりますか。

l 対象製品の購入額(税抜)と、その製品の取り付けに必要となる工事費が対象

となります。

l 取り付け工事などにおいて、取換え前後の写真を業者が撮影した際に発生し

た料金については、取り付けに必要となる工事費に含めて申請していただくこと

が可能です。

4-2 対象製品をまとめて買った場合は対象になりますか。

l 1度に複数の製品をまとめて申請することは可能です。ただし、申請は同一世

帯で1回限りですのでご注意ください。

4-3 購入時にポイント利用をした場合の補助対象経費はどうなりますか。

l ポイント利用分を差し引いた金銭支払額（税抜）が補助対象経費となります。

4-4 購入の際に付与されるポイントは購入費用から減額されますか。

l 購入額に応じて付与されるポイントについては考慮しません。

https://seihinjyoho.go.jp/
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4-5 機器の配送料や消費税などは対象になりますか。

l 購入額(税抜)に対する補助となっておりますので、消費税は対象外となります。

l 補助対象経費に含まれるのは購入額(税抜)とその製品の取り付けに必要とな

る工事費のみですので、配送料や取換え前の製品の処分費等の諸経費につ

いては対象外となります。

4-6 取換え前の製品はどのように処分すればいいでしょうか。

l 処分の方法については、LED照明器具を購入した店舗・事業所にお問い合わ

せください。

l 今治市が発行しております「家庭ごみの分別ガイドブック」や「家庭ごみの分別

早見表」でも確認できます。

5 対象者について

5-1 対象者の主な条件は何ですか。

l 令和5年3月10日から令和6年1月31日までの期間中に、新品（未使用

品）の補助対象になっている LED照明器具を、今治市内に所在する店舗・事

業者から購入していること

l 補助対象省エネ照明器具等の購入日から補助金の申請日までの間に、申

請者が引き続き今治市に住民登録があること

l 申請は同一世帯で1回限り（一度に複数の製品を申請することは可能）

l 世帯全員に市税の滞納がないこと

5-2 今治市に住民登録をする前の購入は対象となりますか。

l 購入日の時点で今治市に住民登録があることを条件としておりますので、住民

登録を行う前の購入は対象となりません。
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5-3 世帯主でなくても申請できますか。

l 同一世帯であれば申請は可能ですが、申請は同一世帯で1回限りとなってお

ります。

5-4 環境政策課が他に行っている補助との併用は可能ですか。

l 可能です。

6 対象店舗について

6-1 店舗・事業者の条件はありますか。

l 今治市内に所在する店舗・事業所から対象商品を購入してください。

6-2 インターネット経由での購入やネットオークションなどでの購入は対象になり

ますか。

l インターネット、ネットオークションなど実際の店舗で購入していない場合は対象

外です。

7 対象期間・受付期間について

7-1 購入対象時期はいつからですか。すでに購入した LED照明器具は対象に

なりますか。

l 令和5年3月10日から令和6年1月31日までに購入した製品が補助の

対象となります。令和5年3月10日以前に LED照明器具を購入された場

合は対象外です。

7-2 申請期間を教えてください。

l 申請期間は3月下旬開始を予定しております。
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7-3 申請をできるのはどの時点からですか。

l 申請の際、取換え前後の写真が必要になるため、対象となる省エネ製品を購

入し、取換えを済ませた後に申請してください。

7-4 令和6年1月末に対象製品を購入し、令和6年2月1日以降に取換え

が完了した場合は対象になりますか。

l 申請をするためには取換え前後の写真を添付する必要があるため、取換えを

1月31日までに完了させて申請する必要があります。そのため、1月末に対象

製品を購入して取換えが2月になった場合は対象外となります。

7-5 この補助はいつまで行っていますか。

l 令和6年1月31日(水曜日)（郵送の場合31日必着）が申請の締切りです。

ただし、受付期間中においても申請が予算枠に達した場合は受付を終了しま

す。

8 手続きについて

8-1 申請窓口はどこですか。

l 今治市省エネ照明器具等購入促進事業補助金受付窓口に申請してくださ

い。

＜今治市省エネ照明器具等購入促進事業補助金受付窓口＞

〒794-8511 今治市別宮町一丁目4番1

今治市役所 環境政策課

「今治市省エネ照明器具等購入促進事業補助金」係
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8-2 どのように申請したらいいですか。

l 窓口の混雑を避けるため、原則郵送にて申請書類を提出してください。

l 郵送方法は普通郵便でかまいません。レターパックや簡易書留など追跡可能

な郵便を推奨します。

※送料は申請者のご負担でお願いいたします。

8-3 申請用紙はどこで手に入りますか。

l 申請用紙等については現在準備をしております。準備が整い次第、今治市環

境政策課のHPに掲載いたします。

l 環境政策課・各支所住民サービス課・公民館の窓口でも配布できるように用

意する予定です。

9 必要となる書類について

9-1 申請に必要な書類は何ですか。

l 申請に必要な書類は以下の6つです。

1 交付申請書兼誓約書（様式第１号）

2 取換え前・後の写真を貼り付けた台紙（様式第２号）

3 補助金の振込先口座の通帳の写し

4 領収書の写し

5 製品カタログ等の写し

6 その他今治市が提出を求めるもの
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9-2 どのような写真を用意すれば良いでしょうか。

l 取換えの前後ともに、製品が天井や壁等に取り付けられている状態の写真を

撮影してください。

l 蛍光灯や白熱電球、LED等の形状がはっきりと分かるように、シーリングライト

などカバー等がついている製品については、取り外し可能な場合はカバー等を

外して撮影してください。

9-3 取り付けの際に、業者の方が写真を撮影し料金が発生した場合、その料金

は補助対象になりますか。

l 質問4-1にもありますとおり補助対象となります。取り付けに必要な工事費に

含めることが可能です。

9-4 取換え前の写真を撮り忘れました。どうしたらいいですか。

l 取換え前の写真がない場合、蛍光灯や白熱球等から LED照明器具へ取換

えをしたことが確認できないため申請することはできません。

9-5 領収書はコピーでもいいですか。

l コピーをご提出ください。なお、原本をご提出いただいても返却はいたしません。

9-6 領収書について詳しく教えてください。

l 「申請者(購入者)が今治市内の店舗・事業所で対象製品を購入したこと」が

証明できるもの（購入者本人の氏名が記載されているもの）で、「製品名」や

「支払い金額の内訳」が記載され、「購入日」、「支払い」が確認できるものが

必要になります。
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9-7 領収書を失くしてしまいました。どのようにすればよいでしょうか。

l 購入した店舗・事業所にお問い合わせください。

9-8 製品カタログの写しについて詳しく教えてください。

l 対象製品の省エネ基準達成率、省エネ性マークが確認できるものを提出してく

ださい。

l 省エネ型製品情報サイトでの検索結果を印刷したものでもかまいません。

9-9 補助金の振込先として使える口座はどのようなものですか。

l 基本的に国内の金融機関には対応しております。

9-10 補助金の振込先は申請者名義以外の口座でも可能ですか。

l 申請者と口座名義人は同一にしてください。（事業所名入りの個人口座は不

可）

9-11 振込先口座の通帳の写しはどの部分を提出すればいいですか。

l 通帳のオモテ面、通帳を開いた 1、2 ページ目の両方（金融機関名・支店番

号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人の情報が確認できるページ）

の写しを提出してください。

l インターネットバンキングの場合は金融機関名・支店名・預金種別・口座番

号・口座名義の情報を確認できるサイトページの写しを提出してください。

9-12 申請してから補助金が振り込まれるまでの時間はどのくらいですか。

l 申請書を受け付けてから審査を行うため、振り込みまでに約1か月から 2か月

ほどかかりますのでご了承ください。

l 補助金の振り込みをもって交付決定にかえさせていただきますので決定通知書

の送付はいたしません。

https://seihinjyoho.go.jp/

